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策定・改訂等の履歴一覧 
版 数 日 付 改訂内容等 理由等 

第 1 H30 年 3 月 策定  

第 2 R3 年 2 月 １． 総論 
２． 事前の航路啓開計画立案 
３． 発災時の航路啓開実施 
４． 応急公用負担権限の行使 
参考資料－６．深浅測量（異常点確認）の方法

について 
参考資料－１６．コンテナの一般的諸元、番号

表示例、危険物の標札及び標識 

改訂 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

策定・改訂等の履歴一覧 
版 数 日 付 改訂箇所・追加資料 理由等 

第 1 H30 年 3 月 策定  

第 2 R3 年 2 月 １． 総論 
２． 事前の航路啓開計画立案 
３． 発災時の航路啓開実施 
４． 応急公用負担権限の行使 
参考資料－６．深浅測量（異常点確

認）の方法について 
参考資料－１６．コンテナの一般的

諸元、番号表示例、危険物の標札及

び標識 

改訂 

第 3 R6 年 2 月 団体名、日付等の時点更新 
誤字脱字の修正 
航行制限等中の作業船団の航行・入

港に関する記述を追記 
参考資料－２２. 四国各港における

津波に対する対応指針の追記 
参考資料－２３.海の安全情報（沿岸

域情報提供システム）の追記 
参考資料－２４.津波防災情報報図の
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更新 
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表－2.1(2) 緊急確保航路及び開発保全航路の航路啓開に係る災害協定一覧 

協 定 名 甲 乙 締結日 
(改訂日) 

港湾空港部 

【工事関係】 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）日本埋立浚渫協会 四国支部 支部長 H15.4.1    
(H23.4.1) 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 四国港湾空港建設協会連合会 会長 H15.4.1    
(H23.4.1) 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）日本海上起重技術協会 四国支部 支部長 H15.4.1    
(H23.4.1) 

【調査・測量・設計関係】 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）海洋調査協会 会長 H24.4.1 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）港湾技術コンサルタンツ協会 会長 H24.4.1 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）日本潜水協会 会長 H24.4.1 

災害時における港湾事業に係る業務支援

に関する協定 整備局 次長 （一財）港湾空港総合技術センター 理事長 H26.4.1 

【包括協定】 

包括協定 
（災害発生時における応急対策業務等

に関する包括的協定署） 
整備局 次長 

重要港湾・防災拠点港の港湾管理者 
 

（一社）日本埋立浚渫協会四国支部 
四国港湾空港建設協会連合会 

（一社）日本海上起重技術協会四国支部全

国浚渫業協会 関西支部 
（一社）海洋調査協会 
（一社）港湾技術コンサルタンツ協会 
（一社）日本潜水協会 

知事 
市長等 
支部長 
会長 
支部長 
支部長 
会長 
会長 
会長 

H27.11.5 

【申合せ】 

大規模地震・津波等発生時の緊急物資輸送

等にかかる瀬戸内海等における航路啓開

活動に関する申合せ 
整備局 局長 四国、近畿、中国、九州地方整備局 

第五、第六、第七管区海上保安本部 
局長 
本部長 H29.12.20 

 

表－2.1(2) 緊急確保航路及び開発保全航路の航路啓開に係る災害協定一覧 

協 定 名 甲 乙 締結日 
(改訂日) 

港湾空港部 

【工事関係】 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）日本埋立浚渫協会 四国支部 支部長 H15.4.1    
(R2.8.20) 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 四国港湾空港建設協会連合会 会長 H15.4.1    
(R2.8.20) 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）日本海上起重技術協会 四国支部 支部長 H15.4.1    
(R2.8.20) 

【調査・測量・設計関係】 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）海洋調査協会 会長 H24.4.1 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）港湾空港技術コンサルタンツ協会 会長 H24.4.1 

国土交通省四国地方整備局における災害

時の応急対策業務に関する協定書 整備局 次長 （一社）日本潜水協会 会長 H24.4.1 

災害時における港湾事業に係る業務支援

に関する協定 整備局 次長 （一財）港湾空港総合技術センター 理事長 H26.4.1 

【包括協定】 

包括協定 
（災害発生時における緊急的な応急対

策業務に関する包括的協定書） 
整備局 次長 

重要港湾・防災拠点港の港湾管理者 
 

（一社）日本埋立浚渫協会四国支部 
四国港湾空港建設協会連合会 

（一社）日本海上起重技術協会四国支部全

国浚渫業協会 関西支部 
（一社）海洋調査協会 
（一社）港湾空港技術コンサルタンツ協会 
（一社）日本潜水協会 

知事 
市長等 
支部長 
会長 
支部長 
支部長 
会長 
会長 
会長 

H27.11.5 
(R4.12.13) 

【申合せ】 

大規模地震・津波等発生時の緊急物資輸送

等にかかる瀬戸内海等における航路啓開

活動に関する申合せ 
整備局 局長 四国、近畿、中国、九州地方整備局 

第五、第六、第七管区海上保安本部 
局長 
本部長 H29.12.20 

 

〇更新理由 
「（一社）港湾空港技術コンサルタンツ

協会」の名称変更 
包括協定名の更新 
協定改定日の更新 
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原 更新 

 

図－2.1(3) 航路啓開の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1(3) 航路啓開の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k管区海上保安本部

k各区海上保安部(署)

四国地方整備局

災害対策本部

港湾空港部

港湾関係事務所

小松島港湾・空港整備事務所

高松港湾・空港整備事務所
松山港湾・空港整備事務所

※緊急確保航路及び開発保全航

路

k港湾管理者

【工事部門】

・(一社)日本埋立浚渫協会 四国支部

・四国港湾空港建設連合会)
・(一社)日本海上起重技術協会 四国支

部

包括協定団体

【調査・測量・設計部門】

・(一社)日本潜水協会

・(一社)海洋調査協会
・(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

 
k管区海上保安本部

k各区海上保安部(署)

四国地方整備局

災害対策本部

港湾空港部

港湾関係事務所

小松島港湾・空港整備事務所

高松港湾・空港整備事務所
松山港湾・空港整備事務所

※緊急確保航路及び開発保全航

路

k港湾管理者

【工事部門】

・(一社)日本埋立浚渫協会 四国支部

・四国港湾空港建設連合会)
・(一社)日本海上起重技術協会 四国支

部

包括協定団体

【調査・測量・設計部門】

・(一社)日本潜水協会

・(一社)海洋調査協会

・(一社)港湾空港技術コンサルタンツ協

会

〇更新理由 
「（一社）港湾空港技術コンサルタンツ

協会」の名称変更 
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原 更新 

 

表－2.1(3) 関係機関、関係団体等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－2.1(3) 関係機関、関係団体等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関 組 織 名 部 署 区 分 

港湾局  海岸・防災課 災害対策室 全般 

地方整備局 

近畿地方整備局 
港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 

全般 
近畿圏臨海防災センター 

中国地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 全般 

四国地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 全般 

九州地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 全般 

海上保安庁 

第五管区海上保安本部 
交通部 航行安全課 航路啓開 

警備救難部 環境防災課 油防除 

第六管区海上保安本部 交通部 航行安全課 航路啓開 

警備救難部 環境防災課 油防除 

港湾管理者 

徳島県 県土整備部 運輸政策課  

香川県 土木部 港湾課  

坂出市 建設経済部 みなと課  

愛媛県 土木部 河川港湾局 港湾海岸課  

新居浜市 新居浜港務局  

協定団体等 

（一社）日本埋立浚渫協会 四国支部 工事 

四国港湾空港建設協会連合会  工事 

（一社）日本海上起重技術協会 四国支部 工事 

全国浚渫業協会 関西支部 工事 

（一社）日本潜水協会  調査・測量･設計 

（一社）海洋調査協会  調査・測量･設計 

 

 
（一社）港湾技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会  調査・測量･設計 
（一財）港湾空港総合技術ｾﾝﾀ  ー  調査・測量･設計 
四国港湾空港防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ  調査・測量･設計 

 四国運輸局 
海上安全環境部 船舶安全環境課 船舶関係 
海事振興部 海運・港運課 港運関係 

 

関係機関 組 織 名 部 署 区 分 

港湾局  海岸・防災課 災害対策室 全般 

地方整備局 

近畿地方整備局 
港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 

全般 
近畿圏臨海防災センター 

中国地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 全般 

四国地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 全般 

九州地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 全般 

海上保安庁 

第五管区海上保安本部 
交通部 航行安全課 航路啓開 

警備救難部 環境防災課 油防除 

第六管区海上保安本部 交通部 航行安全課 航路啓開 

警備救難部 環境防災課 油防除 

港湾管理者 

徳島県 県土整備部 運輸政策課  

香川県 土木部 港湾課  

坂出市 建設経済部 港湾課  

愛媛県 土木部 河川港湾局 港湾海岸課  

新居浜港務局 港湾課  

協定団体等 

（一社）日本埋立浚渫協会 四国支部 工事 

四国港湾空港建設協会連合会  工事 

（一社）日本海上起重技術協会 四国支部 工事 

全国浚渫業協会 関西支部 工事 

（一社）日本潜水協会  調査・測量･設計 

（一社）海洋調査協会  調査・測量･設計 

 

協定団体等 
（一社）港湾空港技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会  調査・測量･設計 
（一財）港湾空港総合技術ｾﾝﾀ  ー  調査・測量･設計 
四国港湾空港防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ  調査・測量･設計 

地方運輸局 四国運輸局 
海上安全環境部 船舶安全環境課 船舶関係 
海事振興部 海運・港運課 港運関係 

 

〇更新理由 
「坂出市 港湾課」「（一社）港湾空港技

術コンサルタンツ協会」の名称変更 
「新居浜港務局」の誤記修正 
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【解説】 

(1) 船舶・職員の避難対策の検討 

 非常に広域な地震・津波災害が発生した場合、作業船も多くが被災し、その後の啓開作業に大きな支障が出

ることも懸念されるため、作業船を被災から守ることができれば効果は大きい。 

 しかしながら、津波から船を守る「沖出し」については、漁船が沖出しによって被災を免れたケース、沖出し

が間に合わずに津波で被災したケース、両方の事例があり、無理は禁物である。東北大学災害科学国際研究所

の今村教授は、「沖出しは基本的には危険な行為」と前置きした上で、「もし沖出しする場合は、事前に安全が

確保できる避難海域を設定すること。避難訓練等で、そこまでの到着時間を把握することが最低限の条件。」と

述べている（河北新報記事、平成23年5月14日より）。 

 検討にあたっては、今村教授も策定に携わって水産庁が2006年3月策定（2012年3月改訂）した『災害に強

い漁業地域づくりガイドライン』が参考となる。 

(2) 被害状況調査計画の検討 

 発災直後の被害情報の収集は優先啓開港等の決定のために非常に重要である。安全の確保を前提として、極

力迅速に被害状況を調査することが望まれる。そのためには、被害状況調査計画を事前に検討しておく必要が

ある。 

 下記に計画立案の際の留意点を示す。 

●津波警報（注意報）発令中を想定し、沿岸域に近づかないことを前提とした調査計画を検討する。 

●まずは、被害の概況を把握し、応急復旧（航路啓開）の必要性を判断することを目標とする。 

●事務所が被災して機能不全に陥る事態も想定する。 

●沿岸域に近づかず可能な調査方法としては、防災ヘリコプター、耐震型監視カメラ、撮影用無人ヘリコ

プター、高台からの目視（高倍率望遠鏡）等が考えられる。 

【解説】 

(1) 船舶・職員の避難対策の検討 

 非常に広域な地震・津波災害が発生した場合、作業船も多くが被災し、その後の啓開作業に大きな支障が出

ることも懸念されるため、作業船を被災から守ることができれば効果は大きい。 

 しかしながら、津波から船を守る「沖出し」については、漁船が沖出しによって被災を免れたケース、沖出し

が間に合わずに津波で被災したケース、両方の事例があり、無理は禁物である。東北大学災害科学国際研究所

の今村教授は、「沖出しは基本的には危険な行為」と前置きした上で、「もし沖出しする場合は、事前に安全が

確保できる避難海域を設定すること。避難訓練等で、そこまでの到着時間を把握することが最低限の条件。」と

述べている（河北新報記事、平成23年5月14日より）。 

 検討にあたっては、今村教授も策定に携わって水産庁が2006年3月策定（2012年3月改訂）した『災害に強

い漁業地域づくりガイドライン』が参考となる。 

 また、地震・津波に関して、港長又は管区海上保安本部長から注意喚起又は勧告が発せられた場合（南海トラ

フ地震臨時情報に基づく対応を含む）、船舶がとるべき対応を示した「船舶津波対応表」も参考となる。高松港、

坂出港、松山港、高知港、徳島小松島港の船舶津波対応表を【参考資料－22】に示す。 

(2) 被害状況調査計画の検討 

 発災直後の被害情報の収集は優先啓開港等の決定のために非常に重要である。安全の確保を前提として、極

力迅速に被害状況を調査することが望まれる。そのためには、被害状況調査計画を事前に検討しておく必要が

ある。 

 下記に計画立案の際の留意点を示す。 

●津波警報（注意報）発令中を想定し、沿岸域に近づかないことを前提とした調査計画を検討する。 

●まずは、被害の概況を把握し、応急復旧（航路啓開）の必要性を判断することを目標とする。 

●事務所が被災して機能不全に陥る事態も想定する。 

●沿岸域に近づかず可能な調査方法としては、防災ヘリコプター、耐震型監視カメラ、撮影用無人ヘリコ

プター、高台からの目視（高倍率望遠鏡）等が考えられる。 

〇更新理由 
船舶の津波避難対応を追記 
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3) 被害状況調査 

① 被害情報の把握 

・発災後、職員の安全が確保できたら、速やかに被害状況を把握する。 

・四国地方整備局の各事務所と港湾管理者、管区海上保安本部、包括協定団体は自組織が保有または管理する

施設等の被害状況や、業務遂行機能の状況を把握し、四国地方整備局港湾空港部に連絡する。 

・四国地方整備局及び港湾管理者は、緊急確保航路、開発保全航路、港湾区域内の航路、泊地、係留施設等の状

況を調査するとともに、港湾背後の被災状況、道路被害・啓開の状況、製油所・油槽所、電力・都市ガス施設

の被災状況、広域物資拠点の開設状況等について情報収集を行う。・航路等の水域の被害状況については、海上

保安庁のインターネットサービス「海の安全情報」（MICS）の情報も有効活用する。 

（http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/mics/） 

3) 被害状況調査 

① 被害情報の把握 

・発災後、職員の安全が確保できたら、速やかに被害状況を把握する。 

・四国地方整備局の各事務所と港湾管理者、管区海上保安本部、包括協定団体は自組織が保有または管理する

施設等の被害状況や、業務遂行機能の状況を把握し、四国地方整備局港湾空港部に連絡する。 

・四国地方整備局及び港湾管理者は、緊急確保航路、開発保全航路、港湾区域内の航路、泊地、係留施設等の状

況を調査するとともに、港湾背後の被災状況、道路被害・啓開の状況、製油所・油槽所、電力・都市ガス施設

の被災状況、広域物資拠点の開設状況等について情報収集を行う。 

・航路等の水域の被害状況については、海上保安庁のインターネットサービス「海の安全情報（沿岸域情報提供

システム）」【参考資料－23】（https://www6.kaiho.mlit.go.jp/）、及び「津波防災情報図」【参考資料－24】

（https://www1.kaiho.mlit.go.jp/tsunami/index.html）も有効活用する。 

〇更新理由 
朱書きから改行、文章更新 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/mics/
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/tsunami/index.html
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4) 優先啓開港等の決定について 
 被災状況、地方公共団体等からの支援要望、後背地の道路啓開の状況等を総合的に考慮し、四国地方整備局、管区海
上保安本部、港湾管理者等、関係機関と調整を行い選定する。 

5) 出動要請について 

 2－1－3 【解説】(2)の1) で述べているとおり実施する。 
6) 契約等締結について 

 方法としては、2－1－3【解説】(1) で述べているとおりである。 
 契約の相手は、包括協定等に基づき適切に選定する。また、国と港湾管理者の担務区域に関しては、事前の作業分担
に基づき、被害状況を踏まえ柔軟に設定する。 

7) 作業許可申請について 
 作業許可申請と作業許可は、速やかに手続きがなされる必要がある。 
 四国、近畿、中国、九州地方整備局及び第五、第六、第七管区海上保安本部の7 機関において、航路啓開活動に関す

る申合せを締結し、第五、第六管区海上保安本部とそれぞれ航路啓開実施要領に基づいて事前に準備を行い、発災時に

備える。  
 最初の緊急物資輸送船が航行するまでの間の作業については、航路啓開活動実施要領に基づいてあらかじめ作成した

発災時の要件確認表と、管轄する海上保安部署への連絡とによって管理する。 

27 

4) 優先啓開港等の決定について 
 被災状況、地方公共団体等からの支援要望、後背地の道路啓開の状況等を総合的に考慮し、四国地方整備局、管区海
上保安本部、港湾管理者等、関係機関と調整を行い選定する。 

5) 出動要請について 

 2－1－3 【解説】(2)の1) で述べているとおり実施する。 
6) 契約等締結について 

 方法としては、2－1－3【解説】(1) で述べているとおりである。 
 契約の相手は、包括協定等に基づき適切に選定する。また、国と港湾管理者の担務区域に関しては、事前の作業分担
に基づき、被害状況を踏まえ柔軟に設定する。 

7) 作業許可申請について 
 作業許可申請と作業許可は、速やかに手続きがなされる必要がある。 
 四国、近畿、中国、九州地方整備局及び第五、第六、第七管区海上保安本部の7 機関において、航路啓開活動に関す

る申合せを締結し、第五、第六管区海上保安本部とそれぞれ航路啓開実施要領に基づいて事前に準備を行い、発災時に

備える。  
 最初の緊急物資輸送船が航行するまでの間の作業については、航路啓開活動実施要領に基づいてあらかじめ作成した

発災時の要件確認表と、管轄する海上保安部署への連絡とによって管理する。 

〇更新理由 
頁番号「27」を削除 
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【解説】 
(1) 海上保安庁との連携 

1) 被害情報収集において、自らの調査情報に加え、管区海上保安本部・海上保安部(署)と情報交換を行う。発

災直後の段階では航路啓開の必要性判断に係る情報を、以後の段階では管区海上保安本部の測量実施体制等の
情報も得るとよい。 

2) 啓開作業の優先順位は、2－2で述べたとおり、関係機関と調整の上決定する。 
3) 作業許可申請については、3－1 (2) 7)による。なお、作業許可については、優先啓開港及び業者が決定し
ている場合、津波警報(注意報)が解除されるまでに得ておくことが望ましい。 

4) 事前測量(異常点調査)において、マルチビーム音響測深機等による測量結果を管区海上保安本部・海上保安

部(署)にも報告し、除去すべき異常点等について双方で確認する。なお、被災によりマルチビーム音響測深機
等が不足する事態や、緊急の状況下において違う者が同じ区域で測量を行うようなことを避けるため、事後測
量(異常点有無の確認)も含めて、区域を分担して測量作業を実施することも協議するとよい。 

5) 事後測量(異常点有無の確認) において、マルチビーム音響測深機等による測量結果を管区海上保安本部に
報告し、測量内容の審査を受ける。この際、受注者の測量方法等が海上保安庁の審査基準を満たさずに手戻り
等が生じないよう、事前に測量方法等について協議し、共通認識を持っておく必要がある。 

6) 事後測量(異常点有無の確認) により安全が確認され暫定供用を開始する際、四国地方整備局、港湾管理者
及び管区海上保安本部・海上保安部(署)で協議の上、プレス発表等により暫定供用開始宣言を行う等、効率的
な周知に努める。 

(2) 他部局との連携 
1) 被害情報収集において、道路の被害や啓開・復旧の見込み等について、道路部局から情報を収集する必要が
ある。これらの情報は、優先啓開港等の決定にあたり非常に重要である。 

2) 優先啓開港等の決定においては、道路部局にも協議した上で優先啓開港等を決定するものとする。 
3) 海上保安部(署)及び警察署との連携 

【解説】 
(1) 海上保安庁との連携 

1) 被害情報収集において、自らの調査情報に加え、管区海上保安本部・海上保安部(署)と情報交換を行う。発

災直後の段階では航路啓開の必要性判断に係る情報を、以後の段階では管区海上保安本部の測量実施体制等の
情報も得るとよい。また、緊急確保航路、開発保全航路、港湾区域内において船舶の航行制限等を行っている
中であっても、初動の航路啓開作業のために、作業船団の航行及び入港が必要となる場合には、管区海上保安

本部・海上保安部（署）へ事前に相談し、対応を検討する。 
2) 啓開作業の優先順位は、2－2で述べたとおり、関係機関と調整の上決定する。 
3) 作業許可申請については、3－1 (2) 7)による。なお、作業許可については、優先啓開港及び業者が決定し

ている場合、津波警報(注意報)が解除されるまでに得ておくことが望ましい。 
4) 事前測量(異常点調査)において、マルチビーム音響測深機等による測量結果を管区海上保安本部・海上保安
部(署)にも報告し、除去すべき異常点等について双方で確認する。なお、被災によりマルチビーム音響測深機

等が不足する事態や、緊急の状況下において違う者が同じ区域で測量を行うようなことを避けるため、事後測
量(異常点有無の確認)も含めて、区域を分担して測量作業を実施することも協議するとよい。 
5) 事後測量(異常点有無の確認) において、マルチビーム音響測深機等による測量結果を管区海上保安本部に

報告し、測量内容の審査を受ける。この際、受注者の測量方法等が海上保安庁の審査基準を満たさずに手戻り
等が生じないよう、事前に測量方法等について協議し、共通認識を持っておく必要がある。 
6) 事後測量(異常点有無の確認) により安全が確認され暫定供用を開始する際、四国地方整備局、港湾管理者

及び管区海上保安本部・海上保安部(署)で協議の上、プレス発表等により暫定供用開始宣言を行う等、効率的
な周知に努める。 

(2) 他部局との連携 

1) 被害情報収集において、道路の被害や啓開・復旧の見込み等について、道路部局から情報を収集する必要が
ある。これらの情報は、優先啓開港等の決定にあたり非常に重要である。 

2) 優先啓開港等の決定においては、道路部局にも協議した上で優先啓開港等を決定するものとする。 

3) 海上保安部(署)及び警察署との連携 

〇更新理由 
航行制限等における作業船団の航行・入

港に関して追記 
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〇更新理由 
・「⑵想定される浮遊物・陳留物の想定」を「⑵想定される浮遊物・陳留物」へ更新 
・「(3)浮遊物・沈降物の揚収方法」の位置を揃える 
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【参考資料－２２】四国各港における津波に対する対応指針 

高松港 津波災害防止措置 

 

  



   

14 
 
 
 

原 追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松港 南海トラフ地震臨時情報に伴う措置 
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坂出港 台風・津波災害防止要綱 
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松山港 津波に対する船舶対応表（船舶対応表） 
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松山港 南海トラフ地震臨時情報に基づく船舶対応表（船舶対応表）（案） 

 
  



   

18 
 
 
 

原 追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知港 高知港における船舶津波対応表-1 
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高知港 高知港における船舶津波対応表-2 
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徳島小松島港 徳島小松島港における船舶津波対応表-1 
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徳島小松島港 徳島小松島港における船舶津波対応表-2 
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徳島小松島港 徳島小松島港における船舶津波対応表-3 
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徳島小松島港 徳島小松島港における船舶津波対応表-4 
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【参考資料－２３】海の安全情報（沿岸域情報提供システム） 
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【参考資料－２４】津波防災情報報図 例）松山港の進入図 

 

○津波防災情報とは 

海上保安庁では、将来発生が懸念される東海地震、東南海・南海地震、南海トラフの巨大地震などの断層

モデル（津波断層モデル）を対象として津波シミュレーションを実施し、海域における津波の挙動を示した

津波防災情報とこれをまとめた津波防災情報図を整備している。 

○津波防災情報図とは 

下記の３種類の図（データ）を一組とした図のこと。 

・津波による水位変化や最大流速が示された進入図・引潮図 

・任意の地点における津波高や津波の流向・流速の時間変化をグラフで示した経時変化図  

・時々刻々と変化する津波の挙動を示した津波アニメーション 

例）松山港の進入図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：海上保安庁  

津波防災情報｜海上保安庁 海洋情報部 (mlit.go.jp) 
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/tsunami/index.html 

 

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/tsunami/index.html

